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本報告書は、令和４年８月２５日に公表した報告書を、令和４年１２月１日に公表した正誤表に

より訂正したものです。 

 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年７月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年４月１１日 ０１時０９分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市三重式
み え し き

見
み

港西北西方沖 

 能瀬
の せ

灯標から真方位２９３°４.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°５０.０′ 東経１２９°３８.８′） 

事故の概要  引船進
しん

広
こう

丸は、バージ明神
みょうじん

２号をえい
．．

航して北進中、また、漁船生
せい

漁
りょう

丸は、東南東進中、進広丸のえい
．．

航索と生漁丸とが衝突した。 

進広丸は、えい
．．

航索に擦過傷を生じ、また、生漁丸は、プロペラ等

の曲損を生じた。 

事故調査の経過  令和４年４月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者

等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 進広丸、１９トン 

   ２９４－２５７９０福岡、進光海運有限会社（Ａ社） 

   １９.００ｍ×５.９０ｍ×１.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,６７４kＷ（合計）、平成３１年４月 

Ｂ バージ 明神２号、３９７トン 

   なし、宮川運送株式会社 

   ５０.０ｍ×１８.０ｍ×３.３ｍ、鋼 

   機関なし、平成６年（建造年） 

Ｃ 漁船 生漁丸、８.５トン 

   ＮＳ２－１０７９３（漁船登録番号）、個人所有 

１５.４８ｍ（Lr）×３.４９ｍ×１.１６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２３kＷ（動力漁船登録票による）、平成 

２４年１２月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ３５歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２８年５月２４日 

http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2022/MA2022-8-33_2022ns0021syuuseimae.pdf
http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2022/MA2022-8-33_2022ns0021seigohyou.pdf
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免許証交付日 令和３年５月１０日 

           （令和８年５月２３日まで有効） 

  甲板員Ａ ４０歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２１年７月１４日 

免許証交付日 令和２年１１月１８日 

           （令和７年１１月１７日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ ３８歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１９年５月２５日 

免許証交付日 令和３年１０月１２日 

           （令和９年５月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ えい
．．

航索に擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ プロペラ、シャフトブラケット及びシャフトに曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風速 約１.４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか１人が乗り組み、令和４年４月８

日０８時４５分ごろ沖縄県金武
き ん

中城
なかぐすく

港を出港し、同県名護
な ご

市辺
へ

野
の

古
こ

沖

において、Ｂ船を船尾部から約２７０ｍのえい
．．

航索で繋
つな

いで引船列

（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、福岡県福岡市博多港に向か

った。 

Ａ船引船列は、法定灯火を表示し、Ｂ船には黄色閃光灯６基を点灯

して、３Ｍレンジとしたレーダー１台及びＧＰＳプロッターを作動さ

せ、甲板員Ａが１０日２２時００分ごろ長崎市野母
の も

埼北東方沖で昇橋

し、前直の甲板員から船橋当直を引き継いで単独の船橋当直につき、

約７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵により

北進していた。 

甲板員Ａは、１１日００時５５分ごろ左舷船首方３Ｍ付近にＣ船の

白色作業灯を初認した。 

甲板員Ａは、Ａ船とＣ船との距離が約１～１.５Ｍになった頃、Ｃ船

がＡ船に向かって接近してくるので、Ｃ船の操舵室に向けて探照灯を

照射した。 

甲板員Ａは、３Ｍレンジとしたままのレーダーで捕捉していたＣ船

の相対ベクトルがＢ船の僅か船尾方に向いていたので、Ｃ船がいずれ

Ｂ船の船尾方を通過していくと思った。 

甲板員Ａは、前方を見たり、後方のＢ船の状態を確かめたりしなが

ら、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、衝突の少し前にＣ

船を左舷方に認めたが、Ｃ船との衝突は避けられないと思い、えい
．．

航
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索を緩めて衝突の衝撃を和らげようとして主機を中立運転とした直

後、０１時０９分ごろＡ船のえい
．．

航索とＣ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、エンジン音が変わったことに気付いて昇橋し、Ｃ船と衝

突したことを知り、甲板員Ａと操船を交代し、甲板員Ａにえい
．．

航索の

取り込みを指示した。 

船長Ａは、Ａ船のえい
．．

航索を取り込んで短縮した後にＣ船の損傷状

況等を確認し、０２時５１分ごろ海上保安庁に本事故発生の通報を行

うとともにＡ社に同旨の連絡を行った。 

Ｃ船は、船長Ｃほか１人（以下「甲板員Ｃ」という。）が乗り組み、

刺し網漁の目的で、１０日１９時３０分ごろ三重式見港を出港し、

大蟇
おおひき

島西方沖の漁場で操業を行った後、法定灯火を表示するとともに

前部甲板を照らす作業灯を点灯し、３Ｍレンジとしたレーダー及びＧ

ＰＳプロッターを作動させ、１１日００時００分ごろ帰途についた。 

船長Ｃは、漁場を発進する際、レーダー及び目視により周囲を確認

したところ、船舶を認めなかったので、前路に航行の支障となる他船

はいないと思った。 

船長Ｃは、自動操舵として約９kn の速力で東南東進を開始して間も

なく、いつものように甲板員Ｃと共に前部甲板で、操舵室の方を向い

て立ち、漁獲物の選別作業と漁具の後片付けを始めた。 

船長Ｃは、Ｃ船が同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、衝

突の約５～６秒前、目の前が明るくなり、船首方を見てＡ船引船列に

気付き、主機を停止しようとして操舵室に向かって走って行ったもの

の、Ｃ船とＡ船のえい
．．

航索とが衝突し、Ｃ船が同えい
．．

航索に乗り上げ

て停止した。 

船長Ｃは、自ら海に飛び込んで、Ｃ船のシャフトに引っ掛かってい

たＡ船のえい
．．

航索を外してＣ船に乗り込んだ後、僚船の船長に本事故

発生の連絡を行った。 

船長Ｃは、来援して来た僚船に移乗し、僚船をＡ船に寄せてもら

い、船長Ａと連絡先等の情報を交換した。 

Ｃ船は、僚船にえい
．．

航されて三重式見港に向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、

写真１ Ａ船の船体 参照） 

 その他の事項 甲板員Ａは、令和３年８月にＡ社に入社し、１２月からＡ船の甲板

員として乗船しており、本事故発生場所付近の海域を自らが操船して

通航するのは初めてであった。 

甲板員Ａは、Ｃ船の乗組員が操舵室にいると思っていた。 

甲板員Ａは、Ｃ船との距離が近づいてきた際、１～１.５Ｍの近距離

レンジに切り替えてＣ船の相対ベクトルを確認していれば、もう少し

正確なＣ船の方位が分かったと本事故後に思った。 

甲板員Ａは、探照灯を照射するとともに汽笛による注意喚起信号を



 
- 4 - 

行っておけば良かったと本事故後に思った。 

船長Ｃは、本事故時、前部甲板で漁獲物の選別作業等に意識を向け

ていたので、Ａ船が探照灯を照射したことに気付かなかった。 

船長Ｃは、ふだんから帰港する航路には航行船がほとんどおらず、

帰港中の時間がもったいないので、甲板員Ｃと２人で漁獲物の選別作

業等を行っており、本事故時、２人とも同作業等に意識が向いていて

周囲を見ていなかったが、どちらか１人が見張りに当たっていれば良

かったと本事故後に思った。 

船長Ｃ及び甲板員Ｃは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船引船列は、三重式見港西北西方沖を北進中、甲板員Ａが、Ｃ船

がいずれＢ船の船尾方を通過していくと思い、同じ針路及び速力で航

行を続けたことから、Ａ船のえい
．．

航索とＣ船とが衝突したものと推定

される。 

甲板員Ａは、Ｃ船の操舵室に向かって探照灯を照射した後、３Ｍ 

レンジのレーダーで捕捉していたＣ船の相対ベクトルがＢ船の僅か船

尾方に向いているように見えたことから、Ｃ船がいずれＢ船の船尾方

を通過していくと思ったものと考えられる。 

甲板員Ａが、Ｃ船の操舵室に向かって探照灯を照射したものの、汽

笛による音響信号を行わなかったことは本事故発生に関与した可能性

があると考えられる。 

Ｃ船は、三重式見港西北西方沖を自動操舵で東南東進中、船長Ｃ

が、甲板員Ｃと共に前部甲板で漁獲物の選別作業等を行いながら同じ

針路及び速力で航行を続けたことから、Ａ船引船列に接近しているこ

とに気付くのが遅れ、Ａ船のえい
．．

航索と衝突したものと推定される。 

船長Ｃは、漁場を発進する際、３Ｍレンジとしたレーダー及び目視

により周囲を確認したところ、船舶を認めなかったことから、前路に

航行の支障となる他船はいないと思い、いつものように甲板員Ｃと共

に前部甲板で漁獲物の選別作業等を行い、同作業に意識が向いていた

ものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、三重式見港西北西方沖において、Ａ船引船列が北

進中、Ｃ船が東南東進中、甲板員Ａが、Ｃ船がいずれＢ船の船尾方を

通過していくと思い、同じ針路及び速力で航行し、また、船長Ｃが、

甲板員Ｃと共に前部甲板で漁獲物の選別作業等を行いながら同じ針路

及び速力で航行を続けたため、Ａ船のえい
．．

航索とＣ船とが衝突したも

のと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

・船橋当直者は、遠距離レンジで相対ベクトルが僅か船尾方に向い

ていたことのみで、いずれ船尾方を通過していくと思わず、当該

船舶との距離が近づいて来た際、近距離レンジに切り替えて相対

ベクトル確認し、安全に通過できないと判断した場合、早めに衝

突を避ける最善の措置を採ること。 

・船橋当直者は、注意喚起信号を行う際、汽笛による音響信号を行

うこと。 

・漁船の船長は、帰航中、乗組員全員で漁獲物の選別作業等を行う

ことなく、自身は操船に専念し、常時、周囲の見張りを行うこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

Ａ船引船列 

Ｃ船 

 

熊本県 

長崎県 

佐賀県 

事故発生場所 

（令和４年４月１１日 

 ０１時０９分ごろ発生） 

能瀬灯標 

三重式見港 

大蟇島 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

01:00:01 32-48-53.8 129-38-58.3 352.9 7.5 

01:01:01 32-49-01.2 129-38-57.2 353.5 7.2 

01:02:30 32-49-12.1 129-38-55.8 354.8 7.6 

01:03:29 32-49-19.5 129-38-55.2 353.9 7.3 

01:04:29 32-49-27.2 129-38-54.3 354.0 7.7 

01:05:00 32-49-30.8 129-38-53.7 352.1 7.3 

01:06:30 32-49-42.0 129-38-51.9 351.2 7.5 

01:07:29 32-49-49.4 129-38-50.6 352.1 7.5 

01:08:31 32-49-57.2 129-38-49.3 350.9 6.0 

01:09:29 32-49-56.5 129-38-49.5 182.6 1.4 

01:10:01 32-49-56.5 129-38-48.9 273.9 1.1 

01:11:29 32-49-57.9 129-38-48.2 014.4 1.3 

01:12:01 32-49-58.4 129-38-48.3 001.1 1.0 

01:13:29 32-49-59.7 129-38-43.7 269.2 4.2 

01:14:00 32-49-59.5 129-38-41.3 272.1 3.7 

01:15:00 32-49-58.4 129-38-38.1 238.7 2.8 

※ 船位は、Ａ船の船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置であり、ＧＰＳアンテナの位置は、Ａ

船の船首から９.５ｍ、船尾から９.５ｍ、左舷から１.３ｍ、右舷から４.６ｍであった。また、

対地針路は真方位である。 

 

 

写真１ Ａ船の船体 

 

（Ａ社提供） 

探照灯 


